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富山県告示第345号 

   指定障害福祉サービス事業者の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第36条第１項の規定により指定障害福祉サービス事業者として次のとおり 

指定したので、同法第51条第１号の規定により公示する。 

  平成29年８月２日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

指定年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務
所の所在地 名称 所在地 

就労継続支 
援Ｂ型 

平成29年８ 
月１日 

1610500074 特定非営利 
活動法人ｂ 
－らいふ 

氷見市幸町 
31番１号 

ｂ－らい 
ふ・かんぱ 
にー 

氷見市幸町 
31番１号 
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富山県告示第346号 

   指定障害児通所支援事業者の指定について 

 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の５の15第１項の規定により、指定 

障害児通所支援事業者として次のとおり指定したので、同法第21条の５の24第１項 

第１号の規定により公示する。 

  平成29年８月２日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

指定障害児 
通所支援の 
種類 

指定年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務 
所の所在地 名称 所在地 

放課後等デ 
イサービス 

平成29年 
８月１日 

1650100389 株式会社ま 
みーず 

富山市婦中 
町速星 204 
番地 

放課後等デ 
イサービス 
あみ 

富山市婦中 
町速星 204 
番地 
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大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定により大規模 

小売店舗の廃止の届出がなされたので、同条第６項の規定により次のとおり公告す 

る。 

  平成29年８月２日 

                    富山県知事 石  井    一  

ｌ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  カーマホームセンター黒部店 黒部市新天６番地・７番地 

２ 大規模小売店舗を廃止する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代 

 表者の氏名  

  ＤＣＭカーマ株式会社 愛知県刈谷市日高町三丁目 411番地 代表取締役 豊 

  田 芳行 

３ 大規模小売店舗の廃止前の店舗面積の合計  1,427㎡ 

４ 大規模小売店舗の廃止後の店舗面積の合計  0㎡ 

５ 大規模小売店舗の店舗面積の合計が 1,000平方メートル以下となる日 
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  平成25年９月30日 

６ 廃止する理由 閉店のため 

 

 

都市計画の変更案の縦覧の廃止 

 都市計画の変更案の縦覧（平成29年７月28日第4234号）は、廃止する。 

  平成29年８月２日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

都市計画の変更案の縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第18条 

第１項の規定により次のとおり都市計画を変更しようとするので、同法第21条第２ 

項において準用する同法第17条第１項の規定により公告し、当該都市計画の変更案 

を公衆の縦覧に供する。 

 なお、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市 

計画の変更案について、県に意見書を提出することができる。 

  平成29年８月２日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 都市計画の種類及び名称 

  （種類）朝日都市計画道路 

  （名称）３・４・２号 草野泊線 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

 ⑴ 削除する部分 

   朝日町草野字玉屋の一部 

 ⑵ 変更する部分 

   朝日町草野及び草野字郡田の各一部 

  ただし、別紙図面表示のとおり。 

３ 都市計画の変更案の縦覧の期間及び場所 
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 ⑴ 期間 

   平成29年８月２日から平成29年８月16日まで 

 ⑵ 場所 

   富山県土木部都市計画課 

   朝日町建設課 

（「別紙図面」は、省略し、３の⑵に掲げる縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

 

監査の結果の公表について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第４項及び第７項の規定に基づき、 

平成29年６月に実施した監査の結果を同条第９項の規定により、次のとおり公表す 

る。 

  平成29年８月２日 

                    富山県監査委員 菅 沢  裕 明  

                    富山県監査委員 五十嵐    務  

                    富山県監査委員 髙 平    亮  

                    富山県監査委員 上 田  信 雅  

 

１ 県の機関 

 ⑴ 監査対象箇所                    監 査 年 月 日 
 

観光・交通・地域振 

興局 
富 山 空 港 管 理 事 務 所   平成29年６月27日 

商工労働部 工 業 技 術 セ ン タ ー 平成29年６月20日 

  同 総 合 デ ザ イ ン セ ン タ ー 平成29年６月７日 

土 木 部 白 岩 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成29年６月27日 

  同 子撫川統合ダム管理事務所 平成29年６月20日 

  同 伏 木 港 事 務 所 平成29年６月20日 

  同 富 山 港 事 務 所 平成29年６月16日 
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   監査対象箇所                    監 査 年 月 日 
 

出 納 局 富 山 出 納 室 平成29年６月21日 

監 査 委 員 監 査 委 員 事 務 局 平成29年６月28日 

教育委員会 西 部 教 育 事 務 所 平成29年６月７日 

  同 中 央 農 業 高 等 学 校 平成29年６月16日 

 

 ⑵ 監査対象年度 

   平成27年度及び平成28年度 

 

 ⑶ 監査結果 

   財務に関連する事務事業については、大方の監査対象箇所において、おおむ 

  ね適正に行われていると認められたが、一部において次のとおり留意改善すべ 

  き事項があったので、今後、一層適正な執行に努められたい。 

 

  <<注意事項>> 

   ア 収入科目を誤っているものがあった。 

   イ 職員手当の支給に誤りがあった。 

   ウ 契約締結方法等が適正でないものがあった。 

   エ 契約内容が適正でないものがあった。 

   オ 委託契約において検査調書のないものがあった。 

 

２ 財政的援助団体等 

 ⑴ 監査対象箇所                    監 査 年 月 日 
 

公 益 財 団 法 人 富 山 県 女 性 財 団       平成29年６月28日 

サ ン フ ォ ル テ Ｊ Ｏ Ｉ グ ル ー プ 平成29年６月28日 

公益財団法人富山県健康づくり財団 平成29年６月29日 

一般財団富山勤労総合福祉センター 平成29年６月21日 

公 益 財 団 法 人 花 と 緑 の 銀 行 平成29年６月29日 
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   監査対象箇所                    監 査 年 月 日 
 

公益財団法人立山カルデラ砂防博物館 平成29年６月21日 

光 陽 興 産 株 式 会 社 平成29年６月27日 

 

 ⑵ 監査対象年度 

   平成28年度 

 

 ⑶ 監査結果 

   補助団体における補助事業の執行、出資団体における財務の執行及び公の施 

  設の管理団体における業務の執行は、おおむね適正に行われていると認められ 

  たが、一部において次のとおり留意改善すべき事項があったので、今後、一層 

  適正な執行に努められたい。  

 

  <<注意事項>> 

   ア 資金の年次運用方針が定められていなかった。 

   イ 小口現金の会計処理について、不適切なものがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成29年８月２日印刷発行 
           発 行  富    山    県 

                      富山県富山市新総曲輪１番７号 

                      電話富山 076―444―3153番 


